
難病がある人の雇用支援施策 

◎難病がある人を対象とした支援施策 ◎難病がある人が利用できる支援施策 

（２） 難病者の雇用管理に関する情報提供の実施 

                      (平成23年度から実施）                  障害者に関する知識や雇用経験がない事業所が、障害者を短期の
試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、障害者雇用に
取り組むきっかけをつくり、常用雇用への移行を目指す。 

 障害者が職場に適応できるよう、地域障害者職業センター等に配置さ
れているジョブコーチが職場に出向いて直接的・専門的支援を行うとと
もに、事業主や職場の従業員に対しても助言を行い、必要に応じて職
務や職場環境の改善を提案する。 （３） 難病患者就労支援事業 

                      (平成19年度から実施）                       

（1） ハローワークにおける職業相談・職業紹介 

  個々の障害者に応じた、きめ細かな職業相談を実施するとともに、福

祉・教育等関係機関と連携した「チーム支援」による就職の準備段階か
ら職場定着までの一貫した支援を実施する。 

 併せて、ハローワークとの連携の上、地域障害者職業センターにおい
て、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専門的な各種職業リ
ハビリテーションを実施する。 

（１） 難治性疾患患者雇用開発助成金  

                      (平成21年度から実施）  

 雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点となり、障
害者の身近な地域において、就業面及び生活面にわたる一体的な支
援を実施する。 

 「難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究」
（平成21～22年度）の研究成果を踏まえ、難病のある人の就労の現状
等に関するリーフレットを作成し、企業での雇用管理や地域での就労支
援のポイント等について情報提供を行う。 

 ※ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構交付金  

 難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難

病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入

れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を試

行的に行う。  

 障害者の就労支援策を参考に都道府県及び難病相談・支援センター

が中心となって、難病患者への就労支援事業を実施・評価することとし、

国はその実施状況を各都道府県に還元し、各都道府県独自での取り組

みを促進する。 

（ 担当 ： 健康局疾病対策課 ）  

（２） 障害者試行雇用(トライアル雇用）事業 

（３） 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業  

（４） 障害者就業・生活支援センター事業 

（平成24年4月1日現在：315か所） 

MKCIS
タイプライターテキスト
参考資料５

MKCIS
長方形




